
瀬戸市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

をここに公布する。  

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第９号  

   瀬戸市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則 

 瀬戸市スポーツ施設条例の一部を改正する条例（平成３０年瀬戸市条例

第 号）第１条の規定の施行期日を平成３０年５月１５日とし、第２条の

規定の施行期日を平成３０年６月１８日とする。  

 

 


